
Copyright 2015 Japan Agency for Medical Research and Development. All Rights Reserved.

研究費の機能的運用について

理事長 末 松 誠 Ｍ．Ｄ．，Ｐｈ．Ｄ．
国立研究開発法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）

ｖｏｌ．３（平成２８年１月１３日）



Copyright 2015 Japan Agency for Medical Research and Development. All Rights Reserved.

はじめに

日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）は、医療分野の研究開発における基礎から実用化ま

での一貫した研究開発の推進、成果の円滑な実用化及び医療分野の研究開発のための環境

の整備を総合的かつ効果的に行うため、医療分野の研究開発及びその環境の整備の実施や

助成等を行うことを目的としています。

医療分野の研究開発及びその環境整備の中核的な役割を担う機関として、これまで文部

科学省、厚生労働省、経済産業省に計上されてきた医療分野の研究開発に関する予算を集

約し、ＰＤ、ＰＳ、ＰＯを活用した基礎段階から実用化まで一貫した研究のマネジメント

を実施するとともに、知的財産に関する専門家、臨床研究や治験をサポートする専門ス

タッフなどの専門人材による研究の支援、研究費申請の窓口や手続きの一本化によるワン

ストップサービス化などを実施しています。

こうした支援等による医療分野の研究開発を実施する環境の醸成を図り、生命を延ばす

とともに生活や人生の質の向上をも含めた成果をいち早く人々に届けられる研究開発を実

現し、「３つのＬＩＦＥ」－生命・生活・人生－の具現化を目指す研究開発を支援するこ

とにより、医薬品や医療機器、医療技術など研究の成果をいち早く患者のみなさんに届け

る速度の最速化を目指します。
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１．研究費の機動的運用（年度を跨ぐ物品調達・役務提供に係る契約）

ＡＭＥＤの研究費では、研究機関とＡＭＥＤの間の委託研究開発契約が年度毎（単年度契約）
となることから、

• 契約から納品及び検収までが年度を跨ぐ研究機器の購入

• 契約から完了及び検収までが年度を跨ぐ試験・分析の実施

などの実施が困難となっていました。

この従前の取扱いを見直し、

①研究機関等と業者等の間で、

②研究開発の準備のため、前年度に契約したものでも、

③役務・物品等の提供が当年度になされた結果、当年度の研究に利用し、当年度に支出が

発生するものについては、

④当年度の予算及び委託研究開発契約に盛り込んでいる範囲で、当年度のＡＭＥＤからの

交付の対象とする

ことを可能としました。

なお、研究開発計画上、調達した研究機器や試験・分析の仕様や内容が適切であるなど、

その必要性をＡＭＥＤが認める場合に限られます。

※ＡＭＥＤから交付を受ける補助事業については対象外です。
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当年度の研究開発の準備のために、前年度に契約した場合の取扱い

Ｘ年度 Ｘ＋１年度

全体の研究開発計画

契約①
（年度内に
納品・検収）

契約 納品
・検収

契約
（A+1年度の
研究の準備
のため）

単年度の
委託研究開発契約

支払

契約②

（年度を跨ぎ
納品・検収）

採択

◆ ◆

国

ＡＭＥＤ

研究機関等

業者等

補助金 補助金

◆ ◆

契約 納品
・検収

支払

納品
・検収

支払

委託費 委託費単年度の
委託研究開発契約

単年度の
委託研究開発契約

委託研究開発契約について、従前の取扱いを見直し（「委託研究開発契約事務処理説明書」の修正等）、

①研究機関等と業者等の間で、
②研究開発の準備のため、前年度に契約したものでも、

③役務・物品等の提供が当年度になされた結果、当年度の研究に利用し、当年度に支出が発生

するものについては、
④当年度の予算及び委託研究開発契約に盛り込んでいる範囲で、当年度のＡＭＥＤからの交付の

対象とする。
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【見直し前】年度を跨ぐ物品調達・役務提供に係る契約
（研究開発期間が三年の場合）

区分
Ｘ年度
（開始）

Ｘ＋１年度
Ｘ＋２年度
（最終）

Ａ Ｍ Ｅ Ｄ
と

研究機関等
との

契 約 関 係

研究機関等
と

業 者 等
との

契約関係等

研究開発期間

委託期間 委託期間 委託期間

研究機関等契約

実施

納品
検収

支払

業者等

年度を跨ぐ
契約は不可
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【見直し後】年度を跨ぐ物品調達・役務提供に係る契約
（研究開発期間が三年の場合）

区分
Ｘ年度
（開始）

Ｘ＋１年度
Ｘ＋２年度
（最終）

Ａ Ｍ Ｅ Ｄ
と

研究機関等
との

契 約 関 係

研究機関等
と

業 者 等
との

契約関係等

研究開発期間

委託期間 委託期間 委託期間

研究機関等契約

実施

納品
検収

支払

業者等

年度を跨ぐ
契約も可能

契約 支払

納品
検収

実施
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年度を跨ぐ物品調達・役務提供に係る契約の具体例

＜年度跨ぎの契約として認められるもの＞

 契約から納品及び検収までが、研究開発期間（委託研究
開発を行う通算期間）内において翌年度に跨ぐ研究機器
の購入など物品の調達

（例：国際入札による購入品、受注生産品、海外からの輸入品等）

 契約から完了及び検収までが、研究開発期間内において
翌年度に跨ぐ試験・分析の実施など役務の提供

（例：原薬等の長期保存試験、毒性試験）
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年度を跨ぐ物品調達・役務提供に係る契約の具体例

＜年度跨ぎとして認められないもの＞

 契約から納品・検収及び支払いまでが三ヶ年度以上とな
るもの。

 契約、納品及び検収が前年度に完了し、支払いだけが
年度を跨いだもの。

 事業の研究開発期間における初年度において、その契約
締結以前に年度を跨ぐ契約を締結したもの。

 事業の研究開発期間における最終年度において、
その翌年度に跨ぐ契約を締結したもの。

上記の他、研究開発計画上、調達した研究機器や試験・分析の
仕様や内容が不適切であるなど、その必要性をＡＭＥＤから認め
られないものは対象外となります。
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２．研究事務の効率的実施（採択決定と契約締結等の予定日の明示）

ＡＭＥＤでは、公募の際、採択決定の予定日、契約締結や交付
決定（以下「契約締結等）の予定日を明示することとします。

これは、

• 提案時に研究開始時期を見据えた最適な研究計画を立てて
頂けること。

• 採択決定後、契約締結等までの間で、予め可能な準備を実
施して頂き、契約締結後、速やかに研究を開始頂けること。

などを考慮したものです。

この予定日に契約を締結等するためには、研究開発計画
（研究開発費や研究開発体制を含む。）の作成や調整について、
研究機関等のみなさんの御尽力を頂くことが必要となります。

ＡＭＥＤにおいても、評価委員との調整などを速やかに実施し、
早期の契約締結等に努めていきます。
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研究事務の効率的実施（研究開始までの事前の準備）

9

ＡＭＥＤの研究費では、採択決定後や二年度目以降の契約締結
等までの間において、一定の準備を実施して頂くことが可能です。

採択決定後や二年度目以降の契約締結等までの間に、事前の
準備を実施して頂くことにより、契約締結等の後、速やかに研究
を開始して頂けます。

これにより、ひいては研究開発実施期間の十分な確保に繋がる
ものと考えています。
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標準的な公募から研究開始までのスケジュール（初年度）

公

募

開

始

提

案

締

切

り

書

類

選

考

面

接

選

考

採

択

決

定

研

究

開

始

契

約

締

結

等

２ヶ月程度 １ヶ月程度 １ヶ月程度 １ヶ月程度 １ ヶ 月 程 度
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上記は、標準的なモデルを記載しており、特殊性を有する事業や年度当初から開始する事
業で早期に公募するものなど、流れや期間が公募毎に異なる場合があります。

事前準備期間

約1.5ヶ月から短縮

２－③
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研究開始までの事前準備の具体例（初年度）
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＜事前の準備として実施することが可能なもの＞

物品調達、役務、外注、運搬、工事等に関するもの

仕様や図面や指示書の作成、見積りの徴取、調達手続き（契約締結
（口頭を含む。）など約することを除く。）

人員の雇用に関するもの

面接、雇用に向けた手続（雇用契約締結を含む。）

＜事前の準備としては認められず経費が充当されないもの＞

物品調達、役務、外注、運搬、工事等に関するもの

契約締結（口頭を含む。）など約すること、納品及び検収、支払い

人員の雇用に関するもの

委託契約締結前の業務実施に伴う給与

出張に関するもの

旅行の依頼・命令、旅行の開始・完了、旅費の支払い

２－④
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研究開始までの事前準備の具体例（二年度目以降）
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＜事前の準備として実施することが可能なもの＞

物品調達、役務、外注、運搬、工事等に関するもの

仕様や図面や指示書の作成、見積りの徴取、調達手続き（契約締結

（口頭を含む。）など約することを含む（委託研究開発契約に限る。））。

人員の雇用に関するもの

面接、雇用に向けた手続（雇用契約締結を含む。）

出張に関するもの

旅行の依頼・命令

＜事前の準備としては認められず経費が充当されないもの＞

物品調達、役務、外注、運搬、工事等に関するもの

納品及び検収、支払い

出張に関するもの

旅行の完了、旅費の支払い

２－⑤
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研究費の機能的運用（まとめ）

【研究費の機動的運用】

 研究費の増額や採択課題数の増、研究開発課題の新設を機動的に行うことにより、研
究の機動性を確保し、研究の加速や内容を充実する環境を整備

 経費の柔軟使用を可能とすることにより、最適な研究開発計画による研究の実施を可
能とするとともに、研究費の管理業務を低減化し、研究に注力する環境を整備

 年度を跨ぐ契約を可能とすることにより、最適な研究開発計画の立案を可能とし、よ
り適切に研究を実施する環境を整備

【研究事務の効率的実施】

 契約締結等の予定日の明示、採択決定から契約締結までの期間短縮、事前準備の具体
例の明確化により、最適な研究開発計画の立案や事前の準備を可能とし、研究開発期
間を実質的に確保する環境を整備

【研究機器の合理的運用】

 購入した研究機器を目的の研究と他の研究での使用を可能とすることにより、研究
機器の購入・使用の合理性・効率性を確保し、研究内容を充実する環境を整備

研究費の機能的運用を可能とすることにより、研究成果
の最大化に寄与 ※上記、黒字の箇所がvolume.3による効果。（薄い色の箇所は、volume.1&2参照。）
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